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○

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
経
営
分
科
会
農
業
共
済
部
会
運
営
内
規
（
案
）

平

成

十

八

年

月

日

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
経
営
分
科
会
農
業
共
済
部
会
決
定

第
一
条

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
経
営
分
科
会
農
業
共
済
部
会
（
以
下
「
農
業
共
済
部
会
」
と
い
う

）
の
運
営
に

。

つ
い
て
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号

、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審

）

議
会
議
事
規
則
（
平
成
十
三
年
三
月
二
十
一
日
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
決
定
。
以
下
「
議
事
規
則
」
と
い
う

）
。

及
び
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
経
営
分
科
会
に
お
け
る
農
業
共
済
部
会
の
設
置
に
つ
い
て
（
平
成
十
八
年
九
月
十
五

）

、

。

日
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
経
営
分
科
会
決
定

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

こ
の
内
規
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

第
二
条

議
事
規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
部
会
に
家
畜
共
済
小
委
員
会
（
以
下
「
小
委
員
会
」
と
い
う

）
を
置
き
、
次

。

に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
。

一

家
畜
共
済
に
係
る
診
療
点
数
に
関
す
る
事
項

資料５
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二

家
畜
共
済
に
係
る
薬
価
基
準
に
関
す
る
事
項

第
三
条

小
委
員
会
の
会
議
は
、
部
会
長
が
招
集
す
る
。

第
四
条

第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
調
査
審
議
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項
ご
と
に
部
会
長
が
指
名
す
る
専
門
委
員
が
行
う
。

第
五
条

小
委
員
会
に
座
長
を
置
き
、
部
会
長
が
専
門
委
員
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
指
名
し
た
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

座
長
は
、
小
委
員
会
の
会
議
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
運
営
す
る
。

３

座
長
は
、
小
委
員
会
の
会
議
に
お
け
る
審
議
の
経
過
を
農
業
共
済
部
会
の
会
議
に
報
告
す
る
。

第
六
条

小
委
員
会
の
庶
務
は
、
農
林
水
産
省
経
営
局
保
険
監
理
官
に
お
い
て
処
理
す
る
。

第
七
条

こ
の
内
規
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
農
業
共
済
部
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。
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（参考１）

経営分科会の構成（案）

［平成１８年９月１４日以前］ ［変更後］

食料・農業・農村政策審議会 食料・農業・農村政策審議会

〈委員及び臨時委員１７名〉 〈委員及び臨時委員１７名〉経営分科会 経営分科会

（議決機関） （議決機関）

・品目横断対策関係 ・品目横断対策関係

報 ・農業共済掛金標準率等の算定方式

［平成１８年９月１５日設置］

告

〈上記委員等農業災害補償法の施行 農業共済部会

のうち７名〉に関する小委員会 （議決機関）

〈 〉専門委員５名

・農業共済掛金標準率等の算定方式

・家畜共済に係る診療点数 報

及び薬価基準 告

（案）家畜共済小委員会

〈 〉専門委員５名

・家畜共済に係る診療点数

及び薬価基準
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（ ）参考２

食料・農業・農村政策審議会 経営分科会
農業共済部会 家畜共済小委員会 専門委員（予定）

〔家畜薬価基準関係〕

（専門委員）５名

安 藤 茂 (社)日本動物用医薬品協会理事
あんどう しげる

稲 庭 政 則 群馬県獣医師会会長
いなにわ まさのり

鈴 木 洋 子 神奈川県農業共済組合家畜部長
す ず き よ う こ

田 口 清 酪農学園大学教授
た ぐ ち きよし

西 崎 完 治 岡山県農業共済組合連合会家畜診療所所長
にしざき か ん じ

・・・ 調査審議のたびに専門委員を選任〔家畜診療点数関係〕




